
適 時 開 示 体 制 の 概 要 

 

 
 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は下記のとおりです。 
 

記 
 
１．適時開示の基本方針 

当社は、企業としての社会的責任を果たすため、株主等のステークホルダーの皆さまに対して、透

明性・信頼性ある企業情報の提供を約束いたします。当社は、関係法令や上場証券取引所の定める

適時開示規則に則り、透明性・信頼性ある企業情報を適時かつ適切に開示することにより、ステー

クホルダーの皆さまと円滑かつ積極的なコミュニケーションを実現したいと願っております。 
 

２．適時開示に係る社内体制 
当社グループにおける重要な決定事実、発生事実については、情報取扱責任者である管理本部長に

集約され、金融商品取引法等の関係法令および上場証券取引所の「適時開示規則」に定められた開

示項目に該当するか否かを判断し代表取締役社長に報告され、取締役会決議等の手続を経た後、す

みやかに開示を行う体制としております。 
 

３．適時開示に係る社内体制の概要図 
 

          
         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
           チェック 
 
                                 
                                  
 
 
                                 
                                 
            相談 
 
                                 
                                 
 

 
 

以上 

情報開示 
（TDnet、開示資料投函、当社ホームページ掲載） 

情報取扱責任者 
（管理本部長） 

代表取締役社長 

各本部長・各部門 
 

監査役会 

開示担当部門 
（経理部） 

弁護士等 

取締役会 
経営会議 


